
異議申立書

平成 <)Jν年／／月えよ日

延 岡市長首藤正治様

異議申立人 ． 
次のとおり行政不服審査法（昭和37年法律第 16 0号）の規定に基づき異議申立て

をします。

1 異議申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
~ .......... ~ . 
ヲを利守園園田ー．ーー圃 ？ヂタよ

2 異議申し立てに係る処分

・3 異議申立てに係る処分があったことを知った日

4 異議の申立ての趣旨

参議W1YLtサ仰久氏タ＼五炉補レ

繍例作.1f;;P'殺を初



延岡市長榎井哲雄殿

平成 17年 3月 1日

異議申立人横山和生

S異議委申 SL.霜害

次のとおり、異議申立てをします。

1、 異議申立人の氏名、年齢及び住所

氏名 a・・・・
年齢 6 5才

住所延岡市

2、 異議申立てに係る処分

市長が平成 17年 2月 25日付文書番号延総第 13 4号・

で異議申立人に対して行った行政文書部分開示決定処分

3、 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日

平成 17年 2月 25日

4、 異議申立ての趣旨及び理由

5、

ア 異議申立ての趣旨

具議申立てに係る処分を取り消す、との決定を求める。

イ 異議申立ての理由

異議申立てに係る処分は、次のとおり違法不当である。

①延岡市が支払っている市長の交際費は全て税金であること

の箆識がない。

②延岡市が開示し．．．書の非開示部分について、市民に公

表できないと言ヲ司眠不当な支払いをしているからである。

要するに支払うべきでないところに支払っている。

③延岡市は市民の知る権利を阻止している。 行妖

＠延岡市には機密費は存在しないので、今回~書非開示
部分は市民とし又納得できない。

書部分開示決定通知書延総第 13 4号・

は、司...［①～＠〕の内容を満たされず何の意図

開示の意味がない。



延岡市長捜井哲雄殿

平成 17年 3月 1日

異議申立人

S真言義申 -sz.苦瞥

次のとおり、異議申立てをします。

1、 異議申立人の氏名、年齢及び住所

氏名 ・・・・E
年齢 6 5才

住 所 延 岡 市

2、 異議申立てに係る処分

延岡市長が平成 17年 2月 25日付文書番号延総第

1 3 5号で異議申立人に対して行った行政文書部分開示決定処分

3、 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日

平成 17年 2月 25日

4、 異議申立ての趣旨及び理由

5、

ア 異議申立ての趣旨

異議申立てに係る処分を取り消す、との決定を求める。

イ 異議申立ての理由

異議申立てに係る処分は、次のと怠り違法不当である。

①延岡市が支払っている市長個圃献は全て税金であること

の認識がない。 a艶筒 、むY
② 延岡市が開示司・・・k書の非開示部分について、市民に公

表できないと言ヲ司"f:t不当な支払いをしているからである。

要するに支払うべきでないところに支払っている。

③延岡市は市民の知る権利を阻止している。

④延岡市には機密費は存在しないので、今回

部分は市民と1illi凶将得できない。

よって、．．． 瞳部分開示決定通知書延総第

1 3 5号は、望宥［①～＠］の内容を満たされず何W意図

する開示の意味がない。



様式第16号

延生第 504号

平成24年 12月11日

延岡市情報公開審査会

会長佐々木龍彦様

延岡市長首藤正

諮
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行政文書の開示決定等について次のとおり不服申立てがあったので、延岡市情報公開

条例第！？条の規定により諮問します。

開示請求に係る行政｜市役所生活環境課の方2名が..  ・E ・－さん方へいかれた事

文書の名称又は内容｜を確認した文書（平成23年度分）

開示請求に係る行政文書には、延岡市情報公開条例第5条第 1号

開示決定等の内容｜に規定する情報が含まれているため、当該情報を除いた部分を開示

する決定

不服申立てがあった日｜ 平成24年 11月22日（金）

趣旨 異議申立てに係る処分を取り消し、全部開示するとの決定を求

める。

理由 ① 土木課道路維持係林田幸夫氏は市民相談処理書を書き残

していたが、当時平成23年生活環境課（中村氏、戸高穏郎氏）

中村氏自分本人が私達は四角四面の法律の中で仕事をして

いますからと言っていたが、市民相談処理書を書き残してい

なかった。

② 黒く塗つである部分を明確にして下さい。

不服申立ての

－趣旨及び理由 ③ 相談内容の中で納匡と書いているが（車庫）シックイ壁で

ある。失礼である。

④ 急傾斜地に指定（してもらおう）と相談したがと書いてあ

るが（たのんではいません） 5、6軒以上民家があればでき

る可能も知っていた、すなわち 5人6人亡ぬのは止めるが 1

人2人は亡んでも良いということだ。 1軒でも北方ヤカイ村

で現場の仕事をした事も有る、藤島組（延岡）

備 考

生活環境課

平成24年度第 1号

電話番号 0982-22-7001 所管課

添付書類 1 不服申立書及びその添付書類の写し

2 行政文書開示請求書の写し

3 開示請求に対する開示決定等の通知の写し

4 その他（
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延同市長恨
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延岡市情報公行政文書の開示決定等について次のとおり不服申立てがあったので、

開条例第 17条の規定により諮問します。
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平成 l6年度の市長のrh外出張書（16年12月末までの分）

以内は街11'1旅行が支給されたものに限る
DH示請求に係る

行政文：！？の

名称又は内＇＃ 県外は全て

IJM示請求に係る行政文－m＝には、延岡市情報公開条例第 5条第 1号に

規定する悩械が合まれているため、当該情報を除いた部分を開示する

決定

IJM 示決定 ~f

ヨミ1Jすσ〉

（火）3 月ユjL成 I7 fF-
立て1
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呉必qi立てに係る処分を取り消す、との決定を求める。ア組旨

イ 即位l 異議111v：てに係る処分は、次のとおり違法不当である口

①延同mが支払っている市長の旅費は全て税金であることの認識

があっ

がない。

②延｜吋IIjが開示した行政文書の非開示部分について、市民に公表で

きないと言－う ・J1：は不当な支払いをしているからである。不！！日 JII立ての

要するに支払うべきでないところに支払っている。

③延｜品Ir!iはrlH＼：の知lる権利を｜阻止している。
MI＜旨及び JIH111 

④011判rljには機？伝授は存在しないので、今回の行政文台非開示部分

〔①～

はrliL＼；として納得できない口

よって、行政文；＇：・＝部分開示決定通知書延総第 l35号は、上記

④〕の内容を￥1~~j たされず何の意図する開示の意味がない。

電話番号 0982-22-7006総務部総務課H県性：所

平成 16 年度：:r~ 6り－~Y-j 。ill
不服 111立1'：~及びその添付書類の写し

行政文i1:-:IJM 示前求 ~I｝：の写し

DI-I示前求に対する DH示決定等の通知lの写し

その他（
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延｜前j市↑l'i印公1m審育会

会長高焔民 •Jl、保
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行政文書の開示決定等について次のとおり不服 1113L／：てがあったので、延｜両市情報公

開条例第 17条の規定により諮川します。

開示請求に係る

行政文 ~If- の

名称又は内容

Ill長交際費に係る支出命令書及び1WX~命令市

平成1fr？ド l月から 12月末までに支払った分

開示決定 等｜ 開示請求に係る行政文書には、延岡市情報公IJH条例第 5条第 l号に

規定する↑J!r怖が含まれているため、当該情報を｜徐いた部分を開示する

の内容｜決定

不 m~ ＇＇＇立て
があった日

iJLp文1 7イド 3 JJ 1 1:1 （火）

不！！日 lj I立ての

趣旨及び朗由

ア 趣旨 県議中立てに係る処分を取り消す、との決定を求める。

イ .fl-I!山 県議lfl立てに係る処分は、次のとおり違法不当である日

①延岡市が支払っている市長の交際費は全て税金であることのi認識

がない。

②延｜川市が開示した行政文？！？のJドIJFI示部分について、山氏に公表－で

きなし、と言う事は不当な支払いをしているからである。

要するに支払うべきでないところに支払っている。

③延岡市は市民の知lる権利を11u11：している。

④延ドnJ1liには機密行は存在しないので、今！DJの：jJ._ jf支文書非開示fm分

は市民として納得できない口

よって、行政文書部分開示決定通知書延総第 I：~11 ひは、上記〔①～

④〕の内科を 1,:1~］たされず何の芯：｜ヌ｜する開示の志·1味がない。
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{JiiJ 考 平成 16年度第 5サ

添付:jlJ矧 1 イサllXlj:I立者及びその添付書類の’5し

2 行政文言i;:IJM示お求書の写し

3 1m示請求に対する開示決定等の通知lの写し

4 その他（


